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第１章 災害時の透析医療確保に向けた対策 

１ 概要 

透析患者は、定期的・継続的に透析を受けなければ生命にかかわるため、災害

時の透析医療の確保は重要であり、透析施設の被害情報の収集や受入調整、透析

用水の確保などについて、関係機関と連携し、速やかに対応を行う必要がありま

す。 

県では、医療機関の活動をバックアップするため、県災害対策本部の下に県災

害保健医療福祉調整本部及び地域災害保健医療福祉調整本部を設置すること等

により、指揮命令系統を確立し、早期の情報の収集・提供及び医療活動の総合調

整を迅速に実施できる体制を構築することとしています。 

この章では、災害時の透析患者に対する適切な医療の供給体制の確保を図るた

めに、特に必要となる事項について記載します。 

なお、災害訓練や全国的な災害対応状況等を踏まえ、定期的にマニュアルの見

直しを行うこととします。 

２ 平常時の体制 

（１）災害時透析医療ネットワークについて

公益社団法人日本透析医会では、災害時における透析医療機関、透析患者の

状況把握及び水の確保に向けた情報収集のため、全国的な規模で日本透析医会

災害時情報ネットワークを運営しています。 

この日本透析医会の都道府県支部として、平成９年６月に岡山県医師会透

析医部会が設立され、県内の災害時透析医療ネットワークの中心として活動し

ています。 

（２）県と岡山県医師会透析医部会等との連携体制

県と岡山県医師会透析医部会は、災害発生時に県内の透析医療の確保調整

を円滑に行うために、定例的な会議などにより連携に努めます。また、各医

療機関の連携強化に向けて、本マニュアルの周知や災害時の透析医療情報の

情報伝達訓練等を行い、平時から災害に備えます。 

（３）災害時透析医療ネットワークへのアクセスについて

関係機関は、災害時透析医療ネットワークの各ホームページに素早くアク

セスができるように備えます。

【災害時透析医療ネットワークのアドレス】 

・日本透析医会災害時情報ネットワーク

https://www.saigai-touseki.net/ 

・岡山県医師会透析医部会

https://otb.skr.jp 

・中国５県透析災害対策ＷＥＢ（岡山県医師会透析医部会が運営するシステム） 
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https://c5tb.net/ 

※ 日本透析医会災害時情報ネットワークは、震度６弱以上の地震と、国

または地方公共団体により災害救助法が適用されるような広範囲にわた

る被害が発生した場合に活動を開始することとしています。 

３ 県内で災害が発生したときの対応 

（１）災害時における透析医療情報の流れ

【透析医療機関】

 被災状況等を中国５県透析災害対策ＷＥＢに入力します。また、透析の可

否等を患者に連絡します。 

※広域災害・救急医療情報システム参加医療機関は、広域災害・救急医療情

報システム（ＥＭＩＳ）にも入力します。 

【岡山県医師会透析医部会】 

県内透析医療機関の被災状況等の情報を収集し、県と情報共有します。ま

た、日本透析医会へ必要に応じて報告します。 

【県】 

被災状況等の情報を岡山県医師会透析医部会と連携し、収集します。また、

被災状況等を国に報告します。 

【市町村】 

地域の透析医療機関の被災情報等の確認に努め、県に情報共有します。 

 ＜災害時の透析医療情報連絡系統図＞ 
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（２）透析患者の受入調整と支援要請 

【透析医療機関】 

   ○ 被災した透析医療機関は、自施設で透析医療の継続が困難な場合、中国５

県透析災害対策ＷＥＢから代替医療機関の情報を入手し、受入調整を行いま

す。 

 ○ 医療機関同士での調整が困難な場合は、岡山県医師会透析医部会を通じて

支援要請を行います。 

【岡山県医師会透析医部会】 

○ 被災した透析医療機関の受入調整の情報収集を行い、中国５県透析災害

対策ＷＥＢに入力のない施設の状況確認を行います。また、透析医療機関

から支援要請があった場合は、受入調整を行います。 

○ 県内での透析の確保が困難な場合は、中国５県透析災害対策ＷＥＢ等の

情報により隣県の透析医療機関と調整を行うとともに、県に支援要請しま

す。 

【県】 

○ 県内での透析医療の確保が困難な場合は、隣県等へ支援を要請し、国に報

告します。 

○ 災害時における医療救護活動の助言等を行う、災害医療コーディネータ

ーと情報の共有を図り、密接に連携し、透析医療の確保を図ります。 

（３） 透析用水の支援の流れ 

【透析医療機関】 

○ 水が不足する場合は、中国５県透析災害対策ＷＥＢに入力を行うととも

に、市町村に応急給水の依頼を行います。 

【市町村（水道事業者）】 

○ 透析医療機関から要請があった場合、応急給水を行います。区域内で応急

給水が困難な場合は、広域的な支援を要請します。 

【県】 

○ 市町村、日本水道協会岡山県支部（岡山市）等と情報共有を行います。必

要に応じて関係機関と応急給水のための調整を行うなど、供給確保に努めま

す。 

（４） 必要な医薬品等の供給 

【透析医療機関】 

○ 医薬品等の不足が生じた場合は、中国５県透析災害対策ＷＥＢに入力する

など、医薬品卸売業者等に連絡し、医薬品等の供給を要請します。 

【市町村】 

○ 可能な限り自らが調達した医薬品等で対応し、災害の状況等により不足す

る場合は、県に医薬品等の供給を要請します。 

【県】 

○ 県内の医薬品等の受給状況を把握するとともに、必要に応じ、医療機関等

の要請に基づき、医薬品卸売業者及び薬剤師会等に医薬品等の輸送を要請し
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ます。 

○ 県内で医薬品等の不足が生じることが予想される場合は、速やかに中国四

県及び厚生労働省へ支援要請します。 

（５）搬送体制の確保

【岡山県医師会透析医部会】 

○ 透析医療機関、岡山県医師会透析医部会の調整による患者の搬送が困難な

場合で、多数の患者の搬送が必要な場合は、可能な範囲で、患者情報リスト

（資料編参照）を作成し、県に支援要請します。 

【県】   

○ 岡山県医師会透析医部会から支援要請があった場合には、透析患者を搬送

するため、警察・消防・自衛隊その他搬送関係団体や民間企業者等と連携し、

輸送経路の状況を把握し、陸路のみならず、海路も含め多様な輸送経路・手

段の確保に努めます。 

 ＜水の支援要請の流れ＞ 引用：公益社団法人 日本水道協会日本水道協会 地震等緊急時対応の手引き
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４ 県外へ支援要請する場合の対応 

  県内で透析医療の確保が困難な場合、隣県自治体等に以下の流れにより支援を

要請します。 

（１） 搬送患者の情報集約と提供

【透析医療機関】 

○ 搬送する患者の透析患者個人票（資料編参照）等により搬送及び必要とな

る情報を、岡山県医師会透析医部会に、メール等の使用可能な通信手段によ

り連絡します。 

【岡山県医師会透析医部会】 

○ 可能な範囲で、透析患者情報リスト（資料編参照）を作成し、透析患者個

人票（資料編参照）等と併せて県に報告します。 

【県】 

○ 岡山県医師会透析医部会から提供された透析患者情報リスト（資料編参

照）と透析患者個人票（資料編参照）を受入先の自治体に提供します。 

（２）受入先の自治体との調整

【県】

○ 県内での透析医療の確保が困難な場合は、隣県等へ支援を要請し、国に報

告します。

○ 近隣県の被災状況や搬送経路等を踏まえ、患者受け入れの候補地となる自

治体との調整を行います。 

（３）受入先医療機関等との調整

【岡山県医師会透析医部会】 

○ 日本透析医会等と連携して、受入可能な透析医療機関の選定や情報提供、

移送手段等を調整します。 

○ 可能であれば、搬送前に、各医療機関から収集した透析患者の状況に応じ

てトリアージを行います。 

○ 搬送前のトリアージが困難な場合は、受入先自治体等でトリアージを行い

ます。受入先でのトリアージに協力するため、医療スタッフの同行を検討し

ます。  

（４）宿泊施設等の確保と調整

【県】 

○ トリアージの結果を踏まえ、介護者、医療スタッフ等を含めた同行者リス

トを作成し、受入先自治体に宿泊施設の確保を依頼します。また、介護者等

の確保ができない場合は、受入先自治体等にスタッフ確保等を要請します。 

（５）搬送体制の確保

【県】  

○ 他都道府県に透析患者を搬送するため、警察・消防・自衛隊その他搬送関

係団体や民間企業者等と連携し、輸送経路の状況を把握し、陸路のみならず、

海路も含め多様な輸送経路・手段の確保に努めます。 
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○ 必要に応じて、災害時の応援協定等に基づき、受入自治体に搬送支援を要

請します。 

５ 県外から透析患者の受入要請があった場合の対応 

被災自治体から透析患者の受入要請があった場合、以下の流れにより受け入れ

を行います。 

（１） 被災情報の収集等

【県】 

○ 大規模災害が発生した場合、速やかに被災情報を収集します。

○ 被災自治体からの透析患者の受入要請に備え、岡山県医師会透析医部会と

連携しながら、受入可能な透析医療機関の情報把握を行います。 

（２）受入人数及び患者状況の把握等

【県】 

○ 国または被災した自治体から、県に患者の受入要請があった場合、透析患

者の人数や病態、医療スタッフ同行状況等の情報を収集します。 

○ 岡山県医師会透析医部会等と調整し、県内での受け入れが可能かどうか判

断し、被災自治体に連絡します。 

（３）受入医療機関の調整

【県】 

○ 被災地からの受け入れが可能と判断した場合、透析医療の確保について、

岡山県医師会透析医部会へ連絡します。 

○ 被災地からの透析患者個人票（資料編参照）及び透析患者情報リスト（資

料編参照）を可能な範囲で事前に受け取り、関係機関等と調整します。 

＜県外への支援要請を行う場合の流れ＞
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【岡山県医師会透析医部会】 

○ 被災地から同行した医療スタッフと連携して、緊急性のある患者や入院の

必要な患者のトリアージを行うとともに、県内で災害が発生した時の対応と

同様に、受入可能な透析医療機関の調整を行います。 

○ 県が確保した宿泊施設からの通院等も考慮し、透析医療機関の受入調整を

行います。 

（４）宿泊施設の確保と調整

【県】 

○ 災害時の応援協定等に基づき、被災自治体から搬送に係る要請があった場

合、関係機関等と調整して宿泊施設の確保を行います。 

（５）搬送に係る支援

【県】 

○ 災害時の応援協定等に基づき、被災自治体から搬送に係る要請があった場

合、関係機関等と調整して搬送支援に努めます。 

 ＜県外からの透析患者の受入要請等の流れ＞ 
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